
 
令和８年度事業計画 

 

１ 基本理念及び行動指針 

(1) 基本理念 

当センターは、昭和 47 年（1972 年）に「財団法人長野県建築安全協会」として設

立し、主として建築確認検査事業始め様々な業務を通じて、地域の建築住宅産業の発

展に貢献してまいりました。 

このような中、昨年４月に「改正省エネ関連法」（以下「改正法」という。）が施行

され、全ての新築建物において省エネ適合判定が義務化されるなど、建築確認制度は

大きく変わり審査にかかる時間は大幅に増え、競合他社を含め業務量の増加に苦慮し

ているところです。こうした状況においても、センター利用者の利便性の向上を図る

ため、確認申請ほかの手続きについても、引き続き電子申請等のデジタル化を一層推

進してまいります。 

また、審査、検査の効率化や技術職員の確保に努め、業務体制について必要な見直

しを行いつつ業務執行に努めてまいります。 

今後とも県内を業務区域とする第三者機関として、地域に根差したワンストップサ

ービスにより、安心・安全な建築物の確保と良質なすまいづくりを支援し、地域社会

の発展に寄与するとともに、県民の皆様に信頼され、「利用され続ける建築住宅センタ

ー」を目指してまいります。 

 

(2) 行動指針 

   基本理念を達成するため、特に、次に留意し事業を遂行します。 

① コンプライアンスの徹底 

関係法令を遵守するとともに、常に危機管理意識を持ち、社会的な責任を果たし

ます。 

② 公正・適確な業務執行 

公益的使命を自覚し、業務執行に当たっては公正・中立な立場で適確に行います。 

③ 親切・丁寧な対応 

     顧客のニーズを的確に把握し、業務に当たっては、親切・丁寧な対応を心がける

とともに、顧客の立場に立った適切なサービスの提供に努めます。 

④ 自立精神の確保 

効率的な業務の実施、長期的な視点に立った業務展開などにより、健全で自立的

な経営の確保に努めます。 

⑤ 関係官庁・関係団体との協調 

指定権者である長野県や長野市などの特定行政庁との連携を推進するとともに、

建築関係団体との協調を図ります。 

 

(3) 事業活動の柱 

① 安心・安全な建築物の確保 

② 良質な住まいづくりを支援  

③ 社会への貢献 

 



２ 事業計画 

(1) 建築物等の確認・検査事業 

令和２年 10月から県下全域を業務区域とし、確認・検査業務を実施しています。 

〇 建築確認・検査件数                 （単位：件） 

区  分 
７年度決算見込 

（ ）は当初計画 
８年度当初計画 

建 築 確 認 4,900(5,100) 4,800 

検査（中間・仮使用・完了） 4,600(4,800) 4,400 

   注）建築確認は計画変更を含む。 
 
(2) 構造計算適合性判定事業 

「適合判定室」において構造計算適合性判定業務を実施します。 

〇 適合判定件数［棟数］                （単位：件） 

区  分 
７年度決算見込 

（ ）は当初計画 
８年度当初計画 

適 合 判 定 16[16]（20[20]） 15[ 15] 

 
 
(3) 住宅保証機構(株)等との委託事業（住宅瑕疵担保責任保険事業） 

「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」に基づき、国から保険法人

として指定を受けている住宅保証機構(株)と委託契約を締結し、住宅瑕疵担保責任保

険等事業を実施します。 

〇 保険取扱件数                      （単位：件） 

区  分 
７年度決算見込 

（ ）は当初計画 
８年度当初計画 

住宅瑕疵担保保険申込 350(390) 340 

    
 
(4) 住宅金融支援機構の適合証明事業（フラット 35） 

民間金融機関による長期固定金利の住宅ローンの供給を支援するため、独立行政法

人住宅金融支援機構（旧住宅金融公庫、以下「支援機構」という。）が行う証券化事業

（適合証明業務）を、支援機構と協定を締結し、新築住宅に係る設計審査及び現場審

査を実施します。 

〇 適合証明件数                  (単位:件) 

 

 

 

 

 

 

 

区  分 
７年度決算見込 

（ ）は当初計画 
８年度当初計画 

受 付 件 数 44(45) 40 



(5) 住宅の性能評価等に係る事業 

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく登録住宅性能評価機関及び「建

築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づく登録建築物エネルギー消費

性能判定機関として、次の業務を実施します。 

また、令和 7年４月から原則全ての建築物に対し省エネ法が適用され、一定規模以

上の建築物は省エネ適合性判定が必要になります。 
 

① 長期使用構造等確認業務 

② 住宅性能評価業務（設計及び建設） 

③ 贈与税の非課税措置に係る住宅性能証明業務 

④ 低炭素建築物新築計画等に係る技術的審査業務 

⑤ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に係る業務 

 

〇 受付件数                          （単位：件） 

区  分 
７年度決算見込 

（ ）は当初計画 
８年度当初計画 

① 長期使用構造等 
（リフォーム共） 

162（190） 210 

② 住宅性能評価 
(設計評価・建設評価(既存)) 

12（  3） 10 

③ 住宅性能証明 5（  3） 5 

④ 低炭素建築物 3（  5） 5 

⑤ 建築物 
省エネ法 

適合性判定※ 530（240） 510 

技術的審査 0（ 10） 10 

性能表示審査 

(ＢＥＬＳ) 
145（100） 140 

    ※軽微変更含む 

 

(6) 特定建築物等の安全対策の推進事業（定期報告支援） 

特定建築物や昇降機等の定期調査・検査を行い、特定行政庁に報告した施設につい

て、施設所有者やメーカー等の求めに応じ、報告済証の発行を実施します。 

また、長野県及び松本市より定期報告（松本市は、昇降機のみ）について、受付業

務委託を受託します。 

 

〇 特定建築物等の報告済証発行件数            （単位：件） 

 
 

 

 
 
         
 
 

区  分 
７年度決算見込 

（ ）は当初計画 
８年度当初計画 

報告済証発行 8,700(8,700) 8,800 



３ 課題と対応 

(1) 確認検査事業の適格な業務実施とシェアの拡大 

改正法の施行により建築確認検査の業務量が増加しましたが、業務の効率化、技術

職員の確保に努め、公正かつ適格に業務を進めてまいります。また、県内におけるシ

ェアについては、主に長野、松本地域を中心にシェアを減らしてしまったが、要因と

なったハウスメーカー等への対応を検討し、県下全域における過半のシェアを確保に

努めてまいります。 

 

(2) 電子化等デジタル化の推進 

サービス向上の観点から各種手続きの電子化は不可欠な状況にあり、建築確認に係

る「オンライン利用率引き上げ基本計画」（Ｒ８年～Ｒ１２年）を作成し電子化の推進

を図ってまいります。 

 

(3) 定期報告支援事業の拡充 

定期報告受付業務については、新たに松本市からも昇降機の受付について受託し、

新たな業務体制を整備するとともに、今後、建築確認件数の減少が見込まれる中、安

定的な事業運営のため松本市からの受託範囲を特定建築物などへ拡げることのほか、

他の特定行政庁からも委託を受けられるように努めまいります。 

 

(4) 営業活動等の推進・サービスの向上 

電子申請の利用状況を踏まえ、引き続き、定期的・継続的な営業活動を行うととも

に、特に行政庁を利用している事業者及びシェア減少の要因への対応等を重点的な営

業活動として行ってまいります。また、窓口等における接遇の改善、申請書の適確・

スピーディな処理等により、サービスの質の向上を推進します。 

 

(5) その他 

① 確認検査員の確保と若手職員の育成 

確認検査員の確保については、行政職員の定年延長による昨今の採用状況を踏

まえ、技術職員の多様な働き方により退職年齢の引き上げを図り、技術職員が不

足している状況を補いつつ、プロパー職員の積極的な採用に努めてまいります。 

また、引き続き、建築基準適合判定資格者の資格取得に向けて受検準備支援を

行い、当センター若手職員等の育成に努めてまいります。 

② 効率的な業務の執行と事務・管理経費の削減 

限られた職員の状況を踏まえ、可能な限り適正配置に努めるとともに、在宅職

員、検査補助者及び外部検査員を有効に活用し、業務の効率的な執行を図ってま

いります。また、事務事業の見直しを継続的に行い、費用対効果の観点から経費

の削減に努めてまいります。 

   ③ 人事制度等の適確な運用 

     職員の高年齢化の状況を踏まえ多様な働き方など、見直した人事制度の適確な

運用により業務に取り組む姿勢の向上や、より成果を重視する姿勢につながるよ

うに取り組んでまいります。 


